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・人口減少・少子高齢化の進行や産業構造の変化、ICT＊１やグローバル化の進展などにより、人々の

価値観や生活様式が大きく変わり、従来の知識や経験では解を見いだすことが難しい時代になっ

ている。このような変化の激しい時代にあって、子どもたちが、未来において様々な困難を乗り越

え、豊かな人生を切り拓
ひら

いていくためには、自らの良さや可能性を認め、地域などの多様な人々と

連携・協働しながら、それを生かしていくことが大切である。 

 

・北海道（以下「道」という。）は、「学校教育の情報化の推進に関する法律」（令和元年法律第 47号。

以下「法」という。）第９条第１項に基づき、文部科学大臣が定める学校教育情報化推進計画（以

下「国計画」という。）を基本として、本道における学校教育の情報化の推進に関する施策につい

ての計画を策定し、施策を推進することにより、ICT環境を最大限に活用して、本道の子どもたち

の「個別最適な学び＊2」と「協働的な学び＊3」を一体的に充実させ、主体的・対話的で深い学びの

実現を図るものである。 

 

・本計画は、法第９条第２項において努力義務規定とされている、道内市町村の学校教育情報化推進

計画の策定に当たっての参考となるものである。 

 

・第１部総論では、本道における学校教育の情報化の方向性について、現状と課題、それらに応じた

本道として重点的に推進する方針及び４つの基本的な方針、計画期間、目標、基本的な方針を実現

するために特に留意すべき視点としてまとめた。第２部各論では、重点的に推進する方針及び基本

的な方針を実現するための施策として、個別の施策を整理した上で、施策の遂行に当たって特に留

意すべき視点をまとめた。 

 

  

  

【参考：学校教育の情報化の推進に関する法律 
（令和元年法律第47号）】 
 
（都道府県学校教育情報化推進計画等） 
第９条 都道府県は、学校教育情報化推進計画を基本として、
その都道府県の区域における学校教育の情報化の推進に関す
る施策についての計画（以下この条において「都道府県学校
教育情報化推進計画」という。）を定めるよう努めなければ
ならない。 

 
２ 市町村（特別区を含む。以下この条において同じ。）は、
学校教育情報化推進計画（都道府県学校教育情報化推進計画
が定められているときは、学校教育情報化推進計画及び都道
府県学校教育情報化推進計画）を基本として、その市町村の
区域における学校教育の情報化の推進に関する施策について
の計画（次項において「市町村学校教育情報化推進計画」と
いう。）を定めるよう努めなければならない。 

 
３ 都道府県又は市町村は、都道府県学校教育情報化推進計
画又は市町村学校教育情報化推進計画を定め、又は変更した
ときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。 
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